
（五十音順）

氏　　名 現　　　　職 専門分野 担　　当

あさい　けい

朝 井 計

いちせ　ひろたけ

市 瀬 広 武

いのうえ　たかお

井 上 貴 雄

いのうえ　まき

井 上 真 紀

いわなが　まさし

岩 永 将 司

うつみ　もとお

内 海 真 生

おおしま　けんろう

大 島 研 郎

おおつぼ　のりひろ

大 坪 憲 弘

おかだ　ゆき

岡 田 由 紀

おさかべ　ゆりこ

刑 部 祐 里 子

おの  やすこ

小 野 弥 子

かしもと　たかしげ

柏 本 孝 茂

かわい　まき

川 合 真 紀

くにた　さとし

國 田 智

さこだ　よしひろ

迫 田 義 博

さとう　ひろのり

佐 藤 裕 徳

獨協医科大学実験動物センター　准教授
発生工学、
実験動物学

動物

農林水産大臣がその第二種使用等をする者の行う事業を所管する遺伝子組換え生物等の
第二種使用等に係る拡散防止措置の確認に当たって意見を聴く学識経験者の名簿

東京農業大学
生命科学部バイオサイエンス学科　教授

微生物遺伝学 微生物

国立医薬品食品衛生研究所
遺伝子医薬部　部長

薬学/細胞生物
学、分子生物
学

動物用医薬品
等

国立大学法人東京農工大学大学院
農学研究院　教授

相関分子生物
学

植物

国立大学法人東京大学
定量生命科学研究所　教授

獣医学、遺伝
子工学

動物用医薬品
等

法政大学生命科学部
応用植物科学科植物医科学専修　教授

植物病理学 植物

国立大学法人北海道大学大学院
獣医学研究院　研究院長・教授

獣医学

国立感染症研究所　客員研究員 ウイルス学
動物用医薬品
等

植物分子生物
学

植物

国立大学法人埼玉大学　大学院理工学研究科
教授

植物分子生理
学

植物

国立大学法人東京科学大学
生命理工学院　教授

動物

国立大学法人宇都宮大学
農学部　教授

昆虫ウイルス
学

動物用医薬品
等

京都府公立大学法人京都府立大学大学院
生命環境科学研究科 准教授

分子育種学 植物

国立大学法人筑波大学
生命環境系　教授

環境微生物学
動物用医薬品
等

公益財団法人東京都医学総合研究所
基礎医科学研究分野カルパインプロジェクト
副参事研究員

生化学、分子
生物学

動物用医薬品
等

北里大学
獣医学部獣医公衆衛生学研究室　教授

予防獣医学、
細菌感染症

動物用医薬品
等

自治医科大学　実験医学センター　教授 実験動物学 動物
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氏　　名 現　　　　職 専門分野 担　　当

さめしま　れいこ

鮫 島 玲 子

すずき まさたか

鈴 木 雅 京

ながた　ゆうじ

永 田 裕 二

なかの　たけし

中 野 雄 司

なかやま　じろう

中 山 二 郎

ふるかわ　せいいち

古 川 誠 一

ふるや　てつや

古 谷 哲 也

ほりうち　ひろゆき

堀 内 裕 之

やまのうち　けいたろう

山 内 啓 太 郎

よしだ　しげのぶ

吉 田 重 信

わたなべ　さとこ

渡 邉 聡 子

わたなべ　ときこ

渡 辺 登 喜 子

微生物

国立大学法人東北大学大学院
生命科学研究科　教授

微生物

国立大学法人東京大学大学院
新領域創成科学研究科　教授

昆虫分子生物
学

動物

微生物

国立大学法人静岡大学学術院　農学領域
准教授

土壌微生物学

植物化学生物
学

国立大学法人筑波大学生命環境系　准教授
応用動物昆虫
学、昆虫生理
学

動物

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構　動物衛生研究部門　疾病対策部　知
的基盤管理専門役

分子生物学
動物用医薬品
等

大阪大学　微生物病研究所　教授 ウイルス学
動物用医薬品
等

国立大学法人東京大学大学院
農学生命科学研究科　教授

獣医生理学、
畜産学

動物

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構　植物防疫研究部門　病害虫防除研究
領域長

植物病理学、
環境微生物学

微生物

国立大学法人九州大学大学院
農学研究院生命機能科学部門　教授

微生物学、生
物有機化学

国立大学法人京都大学大学院
生命科学研究科　教授

植物

国立大学法人東京農工大学
農学研究院　教授

国立大学法人東京大学　名誉教授 微生物学 微生物

環境微生物学

原虫学、ウイ
ルス学、分子
生物学、ゲノ
ム学

動物用医薬品
等

（注）申請された第二種使用等拡散防止措置確認申請書に記載されている遺伝子組換え生物等の種類
の名称が動物である場合は、表の担当の欄中「動物」と記載されている者を、微生物である場合は
「微生物」と記載されている者を、植物である場合は「植物」と記載されている者を、動物用医薬品
又は動物用再生医療等製品である場合は「動物用医薬品等」と記載されている者を、それぞれ意見を
聴く学識経験者とする。

（作成　平成16年10月）
（最終更新　令和８年６月）
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